
戦
死
者
は
ど
の
よ
う
に
慰
霊

・
供
養
さ
れ
た
か

～
三
浦
郡
葉
山
町
の
戦
没
者
墓
標
等
の
調
査
か
ら
～

神
奈
川
総
合
高
校
　
　
坂
　
　
井
　
　
久
　
　
能

一
　
は
じ
め
に

戦
後
六
ｏ
年
近
く
経

っ
た
今
日
、
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
遣
に
国
内
が
揺
れ
、

憲
法
や
教
育
基
本
法
改
正
の
動
き
も
み
ら
れ
る
な
ど
、
戦
争
に
つ
い
て
多
く
の

問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
と
戦
死
者
の
慰
霊
に
つ
い
て
も
、
首
相
の
靖
国
神
社

参
拝
問
題
が
物
議
を
醸
し
、
内
閣
官
房
長
官
の
諮
問
機
関

「追
悼

。
平
和
祈
念

の
た
め
の
記
念
碑
等
施
設
の
在
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
」
は
国
立
追
悼
施
設
を

模
索
し
た
ま
ま
終
わ

っ
た
観
が
あ
る
。
イ
ラ
ク
派
遣
の
自
衛
官
に
死
没
者
が
で

た
場
合
、
国
家
と
し
て
ど
う
慰
霊

・
追
悼
す
る
の
か
、
そ
の
議
論
が
十
分
さ
れ

な
い
ま
ま
派
遣
が
先
行
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
戦
争
及
び
戦
死

者
の
慰
霊

・
供
養
の
問
題
は
、
極
め
て
今
日
的
な
課
題
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の

議
論
は
十
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立

っ
て
、
戦
死
者
が
ど
の
よ
う
に
慰
霊

。
供

養
さ
れ
た
の
か
を
民
衆
の
視
点
で
探
る
べ
く
、
戦
死
者
の
墓
標
調
査
を
行

っ
た
。

国
家
や
そ
れ
に
連
な
る
市
町
村

。
関
係
団
体
が
行

っ
て
き
た
靖
国
神
社

・
護
国

神
社
、
忠
魂
碑

。
忠
霊
塔
に
よ
る
戦
死
者
の
慰
霊
に
対
し
、
遺
族
は
そ
れ
を
ど

う
受
け
止
め
、
死
者
を
供
養
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
戦
死
者
の
霊
魂
は
ど
う
処
理
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
靖
国
問
題
の

本
質
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
戦
死
者
の
墓
標
等
の
調
査
を
通
し
て
探

っ

て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
戦
死
者
の
慰
霊

（１
）
入
営
見
送
り
と
遺
骨
の
帰
還
、
公
葬

昭
和

一
八
年
度
横
浜
聯
隊
区
徴
兵
官
発
行
の

「壮
丁
徴
兵
検
査
受
検
及
服
役
上

の
心
得
」
①
に
よ
る
と
、
徴
兵
検
査
を
国
民
の
最
大
の
名
誉
と
位
置
づ
け
る
と

と
も
に
い
花
柳
病
は

「其
市
Ｅ
町
村
の

一
大
恥
辱
」
、
「体
格
優
良
の
市
Ｅ
町
村
」

は
表
彰
さ
れ
る
、
検
査
前
に
必
ず
産
土
神
に
参
詣
す
る
こ
と
な
ど
を
記
し
、
兵

士
を
郷
土
の
名
誉
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
軍
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。

入
営
見
送
り
に
は
大
規
模
な
民
衆
動
員
が
あ

っ
た
。
昭
和

一
二
年
九
月
二
日

付
大
山
町
役
場
か
ら
区
長
宛

「出
征
軍
人
見
送
ノ
件
」
に
は
、
「各
戸

一
名
以

上
必
ズ
御
見
送
相
成
様
」
「当
日
ハ
各
戸
必
ズ

一
斉

二
國
旗
ヲ
掲
揚
相
成
度
」

と
あ
り
、
町
が
主
導
し
て
民
衆
動
員
を
行

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

遺
骨
帰
還
や
町
葬
に
つ
い
て
、
昭
和

一
三
年
九
月
四
日
に
戦
死
し
た
大
磯
町

の
陸
軍
歩
兵
伍
長
の
事
例
を
、
大
磯
町
役
場
資
料

「戦
歿
者
町
葬
関
係
書
類
」

か
ら
見
て
み
よ
う
。
同
年

一
二
月
二
五
日
夕
刻
、
町
長

・
遺
族
が
甲
府
で
受
領

し
た
遺
骨
が
帰
還
し
、
大
磯
駅
頭
で
出
迎
え
が
行
わ
れ
た
。
動
員
さ
れ
た
人
々

は
、
遺
骨

へ
の
最
敬
礼
の
後
、
遺
族
宅
ま
で
次
の
よ
う
に
四
列
縦
隊
の
行
列
を

組
ん
だ
。
沿
道
各
戸
は

「提
灯
ヲ
点
シ
喪
章
ヲ
附
シ
タ
ル
國
旗
ヲ
掲
揚
シ
弔
意

ヲ
表
ス
」
な
ど
、
町
を
挙
げ
て
の
出
迎
え
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

高
張
、
小
學
校
生
徒
、
女
學
校
生
徒
、
消
防
組
員
二
名
、
町
旗

―

青
年

国
旗
、
分
會
旗
班
旗

―

僧
侶

―

町
長
、
遺
骨
、
儀
使
兵

―

遺
族

―

名
春
職

―

分
會
員

―

戦
友
會
員

―

青
年
學
校
生
徒

―

消
防
組
員

―

衛
生
組
合
員

―

愛
國
婦
人
會
員

―

國
防
婦
人
含
員

―

女
子
青
年

含
員

―

一
般

町
葬
は
、
翌
年

一
月
二

一
日
に
大
磯
小
学
校
で
、
二
五
人
の
僧
侶
に
よ
る
仏

式
で
行
わ
れ
た
。
「会
葬
者
芳
名
簿
」
に
は
、
参
謀
総
長
以
下
の
軍
関
係
や
、
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県
知
事
以
下
の
県
関
係
、
各
種
団
体
長
な
ど
、
六
二
八
名
記
載
さ
れ
て
い
る
。

特
に
中
郡
は
町
村
長

・
小
学
校
長
な
ど
、
公
的
な
機
関
の
長
を
総
動
員
し
て
い

る
。
弔
詞
も
三
六
通
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
誉
の
戦
死
を
讃
え
て
い
る
。
大
磯

警
察
署
長
の
弔
詞
は
、
工
事
に
尽
く
し
て
報
国
の
実
を
あ
げ
た
と
し
て
戦
死
を

称
揚
す
る
と
と
も
に
、
「
君
の
忠
烈
こ
そ
我
等
郷
党
の
歎
美
す
る
所
て
あ
り
後

昆
の
欽
仰
す
る
所
」
と
し
て
、
戦
死
者
を
郷
土
の
誉
れ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
昭
和

一
一
年

一
月
に
野
戦
重
砲
兵
第
二
聯
隊
に
入
営
し
、
北
支
を

転
戦
し
て
、
同

一
三
年
四
月

一
一
日
に
戦
死
し
た
葉
山
町
の
根
岸
房
良
氏
に
つ

い
て
、
同
年
八
月
に
町
葬
を
行

っ
た
際
の
香
華
料
等
を
見
る
②
。
主
な
も
の
は

天
皇
皇
后
両
陛
下
祭
粂
料
、
秩
父
宮

・
高
松
官

・
北
白
川
宮

。
東
伏
見
宮
、
参

謀
総
長

・
陸
軍
大
臣

・
教
育
総
監
以
下
次
官

・
師
団
長

・
旅
団
長

・
聯
隊
長
、

県
知
事
や
日
本
赤
十
字
社

・
愛
国
婦
人
会

・
帝
国
軍
人
後
援
会

・
神
奈
川
県
出

動
藩
士
後
援
会

・
葉
山
町
出
動
軍
人
家
族
後
援
会
な
ど
で
あ
る
。
宮
家
の
香
華

料
は
、
別
荘
を
も

つ
葉
山
の
特
殊
性
で
あ
る
が
、　
一
兵
士
の
死
に
対
す
る
こ
こ

ま
で
の
厚
遇
は
注
目
さ
れ
る
。
特
に
公
的
な
機
関
か
ら
の
香
典
は
、
戦
死
を
よ

り

一
層
公
的
な
も
の
と
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
兵
士
と
郷
土
と
の
結
び
つ
き
は
軍
の
指
導
も
あ
り
緊
密

な
も
の
が
あ

っ
た
。
地
域
社
会
が
挙

っ
て
入
営
を
見
送
り
、
遺
骨
を
出
迎
え
、

町
葬
を
行

っ
た
。
町
葬
に
は
軍
や
公
的
機
関
の
長
、
名
士
な
ど
多
く
の
人
々
が

参
列
し
、
弔
詞
で
そ
の
死
を
讃
え
た
。
公
葬
は
、
地
域
社
会
が
戦
死
を
称
揚
し

死
の
意
味
づ
け
を
行
う
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ

つ
た
と
い
え
よ
う
③
。
国
家
は
、
戦

死
者
の
遺
族
に
対
し
て
扶
助
料
等
の
手
厚
い
援
護
を
行
う
と
と
も
に
、
戦
死
者

の
霊
魂
に
対
し
て
は
、
靖
国
神
社
に
神
と
し
て
祀
り
天
皇
の
親
拝
を
あ
お
ぐ
と

い
う
最
大
限
の
慰
霊

。
顕
彰
を
行

っ
た
。
公
葬
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
が
行

っ

た
戦
死
者
の
顕
彰
に
連
な
る
、
地
域
社
会
が
行

っ
た
戦
死
者
称
揚
の
儀
式
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
日
中
戦
争
以
後
顕
著
に
な

っ
た
公
葬
を
神
式
で
と

い
う
英
霊
公
葬
運
動
が
実
現
し
な
か

っ
た
経
緯
も
あ
り
、
国
家
か
ら
儀
式
の
形

態
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
な
い
地
域
社
会
に
よ
る
儀
式
と
し
て
、
公
葬
は
多
く

仏
式
で
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
戦
死
者
の
霊
魂
を
全
て
靖
国
神
社
に
収
敏
さ
せ

な
い
一
面
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（２
）
墓
標
の
建
設

根
岸
房
良
氏
戦
死
二
年
目
の
昭
和

一
五
年
九
月
、
遺
族
は
房
良
氏
の
墓
標
を

建
設
し
た
。
正
面
に
軍
の
階
級

・
勲
等
と
俗
名
、
左
側
面
に
没
年
月
日
と
戒
名
、

高
野
山
管
長
か
ら
の
法
名
授
与
の
文
、
右
側
面
に
略
歴
を
刻
ん
だ
。
略
歴
の
下

書
き
に
葉
山
町
役
場
の
罫
紙
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
役
場
が
墓
標
建
設

に
関
わ

っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
撰
文
は
帝
国
在
郷
軍
人
会
葉
山
町
分
会
長
、

書
は
伯
爵
金
子
堅
太
郎
で
あ
る
。
金
子
は

一
色
に
別
荘
を
構
え
て
い
た
こ
と
の

関
係
で
あ
ろ
う
。
「墓
地
石
塔
設
計
図
」
に
よ
る
と
、
墓
地
を
三
尺
五
寸
の
高

さ
に
大
谷
石
で
整
え
、
そ
の
上
に
高
さ

一
尺

一
寸
の
中
台
、　
一
尺
の
上
台
、
そ

の
上
に
三
尺
五
寸
の
竿
石
を
乗
せ
る
と
い
う
壮
大
な
も
の
で
、
竿
石
の
形
態
は

角
錐
台
で
あ
る
。
軍
支
給
の
埋
葬
料
は
四
二
円
五
〇
銭
で
あ

っ
た
が
、
墓
の
見

積
は
墓
地
整
備
代
二
〇
〇
円
、
石
塔
代
三
〇
〇
円
で
あ
る
。
撰
文

・
揮
皇
や
墓

の
規
模
に
お
い
て
も

「名
誉
の
戦
死
」
に
相
応
し
い
も
の
で
、
遺
族
に
と

つ
て
、

死
の
意
味
を

「名
誉
の
戦
死
」
と
捉
え
、
そ
れ
に
相
応
し
い
方
法
で
葬
る
こ
と

が
慰
霊
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
靖
国
神
社
の
祭
神
ら
し
く
墓
標

の
正
面
に
軍
の
階
級

・
勲
等

・
俗
名
を
刻
ん
だ
。
し
か
し

一
方
で
、
左
側
面
に

高
野
山
管
長
か
ら
の
法
名
授
与
の
文
書
と
戒
名
を
刻
み
、
仏
教
に
よ
る
供
養
を

し
て
い
る
。
靖
国
の
慰
霊
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
、
魂
の
救
済
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
は
、
仏
教
に
よ
る
供
養
を
お
こ
な

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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三
　
戦
死
者
の
供
養
　
―
墓
標
調
査
か
ら
わ
か
る
こ
と
―

（１
）
戦
死
者
墓
標
調
査
の
概
要

鴛
え
る
よ
う
に
林
立
し
て
い
る
戦
死
者
の
墓
標
、
そ
の
異
様
と
も
思
え
る
光

景
は
、
我
々
に

「戦
争
と
は
何
か
」
を
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
戦
死

者
墓
標
は
、
学
校
教
育
の
中
で
戦
争
を
体
験
的
に
学
ぶ
貴
重
な
教
材
で
あ
り
、

調
査
の
目
的
の

一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
今
回
は
、
地
域
を
限
定
し
て
戦

死
者
墓
標
の
悉
皆
調
査
を
め
ざ
し
、
戦
死
者
墓
標
の
特
色
を
見
い
だ
し
、
そ
の

背
後
に
あ
る
慰
霊

。
供
養
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
た
。

調
査
地
域
と
し
て
三
浦
郡
葉
山
町
を
選
ん
だ
の
は
、
行
政
区
域
と
し
て
の
適

度
の
ま
と
ま
り
と
、
戦
後
に
地
形
や
戸
口
等
が
激
変
し
て
い
な
い
地
域
と
い
う

調
査
の
便
に
よ
る
。
葉
山
町
は
、
三
浦
半
島
の
西
北
部
に
位
置
し
、
面
積
は
約

一
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
は
約
三
万
人
で
あ
る
。
明
治
三
二
年
の
町

村
制
実
施
に
よ
り
、
木
古
庭

・
上
山
口

・
下
山
口

。
一
色

・
堀
内

。
長
柄
の
六

村
が
合
併
し
て
葉
山
村
と
な
り
、
大
正

一
四
年
に
町
制
を
施
行
し
た
。

調
査
に
あ
た

っ
て
は
、
葉
山
町
の
宗
教
法
人
名
簿
登
載
寺
院
の
墓
地
、
共
同

墓
地
の
悉
皆
調
査
を
め
ざ
し
、
家
墓
も
で
き
る
だ
け
調
査
す
る
方
針
で
、
葉
山

町
役
場

。
葉
山
町
遺
族
会

・
共
同
墓
地
管
理
組
合
な
ど
の
協
力
を
え
て
、
二
〇

〇
三
年
八
月
に
実
施
し
た
。
調
査
者
は
、
私
と
神
奈
川
総
合
高
校
の
生
徒
三
人

で
あ
る
。
寺
院
墓
地

一
七
カ
所
の
う
ち
ニ
カ
所
は
戦
没
者
墓
標
が
な
く
、
本
円

寺
は
未
調
査
で
あ
る
④
。
共
同
墓
地
は
六
カ
所
、
家
墓
は
ニ
カ
所
調
査
し
た
。

葉
山
町
の
戦
死
者
は
、
昭
和
四
〇
年
に
建
て
た
慰
霊
塔
の
名
板
に
四
三

一
名

を
刻
み
、
同
年
の
県
の
調
査
に
よ
る
と
八
四
七
名
で
あ
る
⑤
。
葉
山
町
役
場
所

蔵

「戦
歿
者
遺
族
台
帳
」
は
、
昭
和

一
二
年
か
ら
戦
後
ま
で
の
戦
死
者
及
び
遺

族
の
台
帳
で
、
三
七
三
名
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
日
中

・
太
平
洋
戦
争
期
の
戦
死

者
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（２
）
墓
標
調
査
か
ら
わ
か
る
こ
と

ア
　
墓
標
は
い
つ
建
て
た
か

墓
標
か
ら
戦
死
者
を
確
認
で
き
た
の
は

一
八
四
基

。
二
〇
〇
人
で
あ
る
。
建

立
時
期
は
表
３
の
通
り
で
、
圧
倒
的
に
戦
後
が
多
い
。
特
に
昭
和
三

一
・
三
二

年
に
多

い
の
は
、
そ
の
年
が
昭
和

一
九

。
二
〇
年
戦
死
者
の
十
三
回
忌
に
あ
た

る
と
と
も
に
、
昭
和
二
七
年
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
り
遺
族

年
金
等
が
支
給
さ
れ
、
昭
和
二
八
年
に
軍
人
恩
給
が
復
活
し
て
遺
族
に
公
務
扶

助
料
等
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
生
活
に
や
や
ゆ
と
り
が
で
き
た
た
め
で

あ
ろ
う
。
墓
標
建
設
が
昭
和
四
三
年
頃
ま
で
継
続
し
て
い
る
の
は
、
三
九
年
に

戦
没
者
叙
勲
が
復
活
し
、
四
二
年
に
金
鶏
勲
章
年
金
受
給
者
に

一
時
金
が
支
払

わ
れ
る
な
ど
、
戦
死
者
の
名
誉
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
、
三
六
年
に
戦
地
加
算
が

復
活
し
て
恩
給
該
当
者
の
範
囲
が
拡
大
し
、
三
八

・
四
〇

。
四
二
年
に
戦
没
者

の
妻

・
遺
族

。
父
母
へ
の
給
付
金

・
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、　
一
連

の
戦
死
者
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
た
こ
と
と
係
わ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
戦
死
者
の
墓
標
は
仏
教
の
回
忌
供
養
に
あ
わ
せ
て
、
ま

た
戦
死
者
の
名
誉
、
生
活
の
ゆ
と
り
な
ど
の
関
係
の
な
か
で
、
昭
和
三

一
年
以

降
急
激
に
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

イ
　
墓
標
は
誰
が
建
て
た
か

建
立
者
を
刻
ん
だ
墓
標
は

一
三
五
基
で
あ
る
が
、
戦
死
者
と
の
関
係
を
明
記

し
た
事
例
は
少
な
い
。
既
述
の

「戦
歿
者
遺
族
台
帳
」
か
ら
関
係
が
判
明
し
た

も
の
は
八
四
人
で
、
表
１
に
ま
と
め
た
。
建
立
者
は
戦
死
者
の
父
が
最
も
多
く
、

戦
前
か
ら
昭
和
三
五
年
頃
ま
で
続
く
。
三
〇
年
代
に
は
母
が
集
中
し
て
見
ら
れ
、

父
母
の
合
計
は
三
三
名
で
あ
る
。
次
い
で
兄
弟
が
多
く
、
弟
は
昭
和
三
三
年
以

降
建
て
始
め
た
。
妻
は
、
戦
前
期
の
二
名
以
後
は
昭
和
三

一
年
か
ら
建
て
始
め

た
。
上
記
の
よ
う
に
、
妻
が
公
務
扶
助
料
等
を
受
給
す
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
の
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生
活
の
ゆ
と
り
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
昭
和
二
七
年
に
長

男
名
で
建
立
し
た
墓
標
を
を
み
る
と
、
そ
の
時
に
妻
は
生
存
し
て
い
た
こ
と
が

台
帳
か
ら
わ
か
る
。
妻
が
い
て
も
建
立
者
を
子
に
し
た
事
例
は
他
に
も
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
あ
え
て
妻
の
名
で
建
立
し
た
こ
と
の
背
景
を
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。　
一
二
基
中
四
基
は
個
人
墓
で
、　
一
基
は
夫
婦
墓
、
残
り
の
七
基

は
家
族
墓
で
あ
る
が
、
う
ち
四
基
は
夫
及
び
夫
婦
の
名
を
刻
む
の
み
で
あ
り
、

夫
及
び
夫
婦
の
墓
が
多
い
。
妻
の
名
を
建
立
者
と
し
て
刻
ん
だ
墓
に
は
、
夫

ヘ

の
強
い
思
い
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
戦
前
の
二
人
は
神
道
式
の

墓
標
で
あ
る
が
、
戦
後
の

一
〇
基
に
は
全
て
戒
名
が
刻
ま
れ
、
軍
の
階
級
等
を

記
す
の
は
四
基
で
あ
る
。
妻
は
夫
を
仏
式
で
供
養
し
、
あ
え
て
軍
の
階
級
等
を

刻
ま
な
か
っ
た
者
が
多
か

っ
た
と
い
え
る
。

ウ
　
ど
の
よ
う
な
形
態
の
墓
標
を
建
て
た
か

墓
標
の
形
態
は
、
表
２
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
戦
前
は
自
然
石
や
角
錐
台
、

神
道
型
と
い
わ
れ
る
細
長
い
角
柱
尖
頭
の
墓
標
な
ど
が
特
徴
的
に
建
て
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
は
殆
ど
個
人
墓
で
、
正
面
に

「
軍
の
階
級

。
勲
等
、
俗
名
」
を
刻

む
場
合
が
多
い
。
角
柱
の
下
部
に
猫
足
や
ス
リ
ン
台

・
蓮
華
台
を
置
く
形
態
も

戦
前
か
ら
見
ら
れ
た
。
仏
教
色
の
強
い
形
態
と
い
え
る
。
角
柱
頭
部
に
台
状
の

突
起
が
あ
る
形
態
は
戦
前
か
ら
見
ら
れ
、
昭
和
三
ｏ
年
代
半
ば
で
終
わ
る
。
こ

れ
に
代
わ
る
よ
う
に
し
て
、
終
戦
前
後
頃
か
ら
角
柱
頭
部
が
平
ら
な
形
態
が
現

れ
、
墓
標
の
殆
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
昭
和
四
〇
年
代
以
降
は
、
横
長

の
洋
型
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
少
な
い
事
例
な
が
ら
、
幅
広
や
駒
形
、
五

輪
塔
の
地
輪
を
長
大
に
し
て
角
柱
の
よ
う
に
し
た
形
態
も
戦
後
に
見
ら
れ
る
。

陸
海
軍
墓
地
に
見
ら
れ
る
軍
人
墓
は
、
尖
頭
角
柱
で
竿
石
の
幅
に
比
し
て
長

大
で
あ
る
。
明
治
三

一
年
の

「陸
軍
埋
葬
規
則
」
に
よ
る
竿
石
の
寸
法
は
、
将

官
は
高
さ
五
尺
方

（幅
）

一
尺
、
兵
卒
は
高
さ
二
凡
方
五
寸
な
ど
と
規
定
さ
れ

て
い
る
⑥
。
高
さ
／
幅
は
士
官
以
上
が
５
・
０
に
対
し
、
准
士
官
以
下
は
４
・
３
～
４
・
０
と

そ
の
比
値
が
下
が
り
、
階
級
が
上
位
ほ
ど
長
大
、
下
位
ほ
ど
寸
詰
ま
り
の
傾
向

が
見
ら
れ
る
。
今
日
、
角
柱
の
竿
石
は
、
長
さ
／
幅
の
比
が
２
・
５
程
度
と
い
わ
れ

る
。
建
立
年
代
が
明
確
な
墓
標
で
、
そ
の
比
を
た
ど
つ
て
み
る
と
、
戦
前
の
墓

標
は
４
・
３
、

３
・
９
、

３
・
８
な
ど
、
軍
人
墓
の
規
定
に
近
い
数
値
を
示
す
も
の
が
顕
著
に

見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
数
値
は
昭
和
三
〇
年
と
三
四
年
に
各

一
基
見
ら
れ
る

が
、
戦
後
は
概
ね
２
・
５
～
２
・
６
と
な
り
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

工
　
個
人
墓
か
家
族
墓
か

家
族
墓
は
、
正
面
に

「○
○
家
之
墓
」
「先
祖
代
々
之
墓
」
な
ど
と
刻
む
墓

を
い
い
、
家
族
墓
と
は
別
に
複
数
合
祀
の
墓
も
あ
る
。
全
墓
標

一
八
四
基
中
、

個
人
墓
は
五
九
基
。
二
名
合
祀
は
八
基
で
、
戦
死
し
た
兄
弟
の
場
合
が
四
基
、

妻
及
び
妻
と
思
わ
れ
る
女
性
の
並
祀
が
三
基
で
あ
る
。
戦
前
は
個
人
墓

・
複
数

合
祀
墓
と
家
族
墓
の
割
合
は
１２

¨
２

¨
５
で
個
人
墓
が
圧
倒
的
で
あ

っ
た
。
昭

和
三
〇
年
代
は
、
個
人
墓

一
八
基
に
対
し
て
家
族
墓
二
四
基
と
逆
転
す
る
。
そ

れ
以
後
個
人
墓
は
殆
ど
建
て
ら
れ
な
い
。
家
族
墓
は
、
昭
和

一
ｏ
年
代
に
散
見

し
、
昭
和
三
ｏ
年
代
に
爆
発
的
に
多
く
な
り
今
日
に
至
る
。
こ
こ
で
注
目
す
る

の
は
、
家
族
墓
が
あ
り
な
が
ら
な
ぜ
個
人
墓
を
建
て
た
か
で
あ
る
。
昭
和

一

四

。
一
九

・
二
人

上
二
一
。
三
七

・
三
八
年

（二
基
）
に
み
ら
れ
、
そ
の
内

一

九

・
三
七

・
三
八
年
は
家
族

・
個
人
墓
を
同
時
に
建
て
て
い
る
。

一
方
、
個
人
墓

（二
名
連
記
を
含
む
）
と
家
族
墓
の
総
高
を
、
両
者
の
建
立

年
代
が
明
確
な
三
六
基
で
比
較
す
る
と
、
個
人
墓
が
高
い
の
は

一
〇
基
で
、
う

ち
戦
前
が
六
基
で
あ
る
。
戦
後
の
四
基
の
う
ち
昭
和
三
ｏ
年
の
二
基
は
、
高

さ
／
幅
が
３
・
３
と
い
う
長
大
な
も
の
と
、
正
面
に
軍
階
級

・
勲
等

・
俗
名
を
刻
む

神
道
色
の
強
い
も
の
、
昭
和
三
四
年
の

一
基
も
高
さ
／
幅
が
３
・
３
と
い
う
長
大
な

も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
復
古
的
な
戦
前
の
墓
標
の
形
態
と
い
え
よ
う
。
今
日
、
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個
人
墓
は
家
族
墓
よ
り
も
小
さ
く
つ
く
る
も
の
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
死

者
の
墓
は

一
際
鴛
え
立
つ
よ
う
に
、
家
族
墓
よ
り
大
き
く
つ
く
ら
れ
、
特
に
そ

れ
は
戦
前
に
顕
著
で
あ

つ
た
。
そ
こ
に
、
通
常
の
個
人
墓
と
異
な
る
戦
死
者
墓

標
の
特
殊
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

陸
軍
省
は
、
昭
和

一
八
年

一
ｏ
月
三
〇
日
付

「戦
歿
者
墓
碑
建
設
指
導

二
関

ス
ル
件
」
で
、
「先
祖
代
々
ノ
墓
二
合
祀
ス
ル
ガ
如
キ
風
習
ア
ル
地
方

二
於
テ

ハ
之
二
依
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
」
と
指
導
し
て
お
り
、
戦
死
者
は
家
族
墓
に
入
れ
な

い
、
戦
死
者
の
墓
に
は
他
の
人
は
入
れ
な
い
、
と
い
う
風
習
は
各
地
で
報
告
さ

れ
て
い
る
⑦
。
戦
死
者
の
墓
を
新
た
に
建
て
る
の
は
、
陸
海
軍
省
か
ら
埋
葬
費

が
支
給
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
聞
き
取
り
も
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
と
は
思
え
な
い
。

家
族
墓
が
あ

っ
て
も
個
人
墓
を
、
そ
れ
も
響
え
る
よ
う
な
墓
を
建
て
た
背
景
と

し
て
、
戦
死
者
を
異
状
死
と
見
る
信
仰
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
死
は
自

然
死
と
は
異
な
り
、
遺
族
が
見
と
れ
な
い
死
、
遺
体

。
遺
骨
の
な
い
場
合
も
あ

る
特
殊
な
死
で
あ
り
、
非
業
の
死
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
死
者
の
霊
魂
に

対
し
て
、
日
本
人
は
今
ま
で
特
別
な
扱
い
を
し
て
、
慰
霊
を
行

っ
て
き
た
③
。

戦
死
者
は
、
供
養
さ
れ
る
前
に

「慰
霊
」
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
特
殊
な

墓
標
を
建
て
た
の
は
そ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
昭
和
三
〇

年
代
頃
か
ら
戦
死
者
を
特
別
視
す
る
観
念
が
薄
れ
、
経
費
の
節
減
な
ど
も
あ

っ

て
戦
死
者
を
家
族
墓
に
入
れ
、
戦
死
者
の
墓
に
妻
や
子
を
入
れ
る
事
例
が
み
ら

れ
、
個
人
墓
も
家
族
墓
よ
り
低
く
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。オ

　
戒
名
か
俗
名
か

戦
歿
者
の
戒
名

（宗
派
に
よ
る
法
号

・
法
名
を
含
む
）
に
は
、
院
号
や
居
士
、

忠
や
義
烈
な
ど
特
有
の
文
字
が
つ
け
ら
れ
た
。
院
殿
は
、
今
日
院
号
よ
り
上
位

と
見
ら
れ
、
海
軍
少
将
と
陸
軍
中
尉
の
二
例
あ
る
。
院
号
が
な
い
の
は

一
六
名

で
、
う
ち
八
名
は
戒
名
が
な
く
軍
階
級

。
勲
等

・
俗
名
を
記
し
、
う
ち
七
名
は

尖
頭
角
柱

。
自
然
石

・
角
錐
台

。
駒
形
の
形
態
で
、
神
道
祭
祀
に
基
づ
く
墓
標

と
思
わ
れ
る
。
戒
名
が
あ
る
八
名
の
う
ち
、
院
号
に
次
ぐ
と
さ
れ
る
軒
号
は
二

名
で
あ
る
。
位
号
は
殆
ど
居
士
で
、
信
士

・
善
士

・
澤
号
は
二

一
名
で
あ
る
。

戒
名
使
用
の
文
字
は
、春

・
忠

・
義

・
道
な
ど
が
明
治
か
ら
継
続
し
て
多
い
。

勇
は
明
治
期
に
使
用
さ
れ
た
割
合
が
最
も
高
く
、
殉

・
誠

・
顧

。
清
な
ど
は
昭

和

一
二
年
以
降
使
用
さ
れ
た
文
字
で
、
時
代
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

戦
歿
者
に
は
院
号

・
居
士
と
い
う
、
特
別
に
高
い
ラ
ン
ク
の
戒
名
が
与
え
ら

れ
、
全
国
的
な
傾
向
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
軍
の
関
与
を
推
測
さ
せ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
文
書
類
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ

「戦
時
中
は

（国
の
方
針
で
）
少
将
以
上
に
院
殿
号
を
付
け
る
よ
う
に
さ
れ
た
」
と
い
う
真

言
宗
僧
侶
や
本
門
法
華
宗
法
務
部
長
の
証
言
も
あ
り
⑨
、
何
ら
か
の
指
導
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
野
山
は
、
戦
歿
者
の
戒
名
を
本
山
か
ら
管
長
名
で
授

与
し
た
と
い
い
、
昭
和

一
三
年
五
月
三
日
付
古
義
真
言
宗
管
長
大
僧
正
高
岡
隆

心
名
で
根
岸
房
良
氏
に

「義
孝
」
の
法
名
を
授
与
し
た
左
の
文
書
が
あ
る
。

墓
標
正
面
の
文
字

（表
３
）
は
、
俗
名
が
三
二
名
で
、
う
ち
七
名

（五
基
）

は
軍
の
階
級

・
勲
等
を
刻
み
戒
名
は
な
く
、
墓
標
の
形
態
も
自
然
石
や
尖
頭
角

柱
、
長
大
な
平
頭
角
柱
な
ど
仏
教
色
が
薄
い
。
靖
国
神
社
の
祭
神
と
し
て
そ
の

慰
霊
を
受
容
し
た
祀
り
か
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
残
り
の

一
五
名
は
、
靖

国
神
社
の
慰
霊
を
受
容
し
つ
つ
仏
教
に
よ
る
戒
名
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
正
面
に
戒
名
を
刻
む
こ
と
は
、
仏
教
で
供
養
し
た
こ
と
を
明
示
す
る

も
の
で
、
戦
前
は
俗
名
を
刻
む
も
の
よ
り

一
例
少
な
い
七
名
で
あ
る
が
、
戦
後

は
五
名
対
三
三
名
と
い
う
よ
う
に
圧
倒
的
に
戒
名
を
正
面
に
刻
む
事
例
が
多

い
。
こ
の
場
合
、
靖
国
の
慰
霊
よ
り
も
仏
教
的

・
民
俗
的
な
供
養
を
重
視
し
、

仏
教
で
戦
歿
者
を
祀
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
昭
和
三

一
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年
以
降
は
、
墓
標
に
軍
の
階
級

・
勲
等
を
刻
ま
な

い
事
例
が
多
く
な

っ
て
く
る

の
も
、
戦
死
者
を

「
戦
歿
者
」
と
し
て
で
な
く

一
家
族
と
し
て
供
養
し
よ
う
と

す
る
遺
族
の
意
志
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
お
わ
り
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

戦
死
者
は
、
郷
土
に
よ

っ
て

「名
誉

の
戦
死
」
と
称
揚
さ
れ
、
盛
大
な
出
迎

え
や
公
葬
が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
国
家
の
手
に
よ
り
、
靖
国
神
社
の
祭
神

と
さ
れ
天
皇

の
親
拝
を
あ
お
ぐ
と

い
う
最
大
限
の
慰
霊

・
顕
彰
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
、
民
衆
の
墓
標
を
見
る
限
り
、
靖
国
神
社
に
よ
る
慰
霊
で
戦
死
者
の
魂

は
救
済
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
事
例
は
ご
く
少
数
で
あ

っ
た
。
多
く
の
場
合
、
特

に
戦
後
は
靖
国
神
社
の
慰
霊
と
は
異
な
る
仏
教
的

・
民
俗
的
な
供
養
に
よ
り
魂

を
処
理
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
国
家
管
理
を
離
れ
た
靖
国
神

社
の
変
容
も
背
景
に
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
息
子
や
夫

・
父
を
失

っ
た
民
衆
の
心

意
と
し
て
、
靖
国
神
社
の
慰
霊
は
魂
の
救
済
と

い
う
こ
と
に
お
い
て
、
あ
ま
り

受
け
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
戦
死
者
の
名
誉
、
死

の
意
味
づ
け
と

い
う
こ
と
で
は
、
遺
族
の
聞
き
取
り
の
中
で
も
靖
国
神
社
の
存

在
は
今
で
も
大
き
な
意
味
合

い
を
も

っ
て
お
り
、
靖
国
神
社
の
慰
霊
を
受
け
入

れ
て
い
る

一
面
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

注
Ｃ
伊
勢
原
市
所
蔵
大
山
町
役
場

「兵
事
書
類
」

②
根
岸
房
良
氏
の
遺
族
が
戦
死
関
係

一
括
資
料
を
保
存
し
て
い
る
。
以
下
、

同
氏
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
資
料
に
よ
る

③

一
ノ
瀬
俊
也

「兵
士
た
ち
の
死
と

”郷
土
“
」
（『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
』
第
９１
集
　
二
ｏ
ｏ

一
年
）
参
照

④
日
蓮
宗
本
円
寺
の
み
理
解

・
協
力
が
得
ら
れ
な
か

つ
た
。

⑤
神
奈
川
県
福
祉
部
生
活
援
護
課
『平
成
九
年
度
生
活
援
護
業
務
関
係
資
料
集
』

⑥
昭
和
三
〇
年
八
月

一
七
日
陸
軍
省
令
第
二
二
号
、
法
令
全
書
三
〇
ノ
四

⑦
大
濱
徹
也

「
「英
霊
」
崇
拝
と
天
皇
制
」
『
日
本
人
の
宗
教
　
第
三
巻
』

一
九
七
三
年
、
田
中
丸
勝
彦

『
さ
ま
よ
え
る
英
霊
た
ち
』
二
〇
〇
二
年

Ｃ
谷
回
貢

「
戦
没
者
の
慰
霊
と
民
俗
信
仰
」
（松
崎
憲
三
編

『近
代
庶
民
生

活
の
展
開
』

一
九
九
八
）

⑨
島
田
裕
巳

『
戒
名
―
な
ぜ

死
後
に
名
前
を
変
え
る
の
か

―
』

一
九
九

一
年

表 1 戦没者墓標の建立者

建立年 父

父
母
か

母
母

兄 兄 弟 子 妻
そ
の
他

30

昭和 13

14

16 本 人

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36 期 友

38

39

40

41

42

43 姉 か

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

63

甥 2

年 不

合  計 19 10 17 12
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形

石

凸疋
鉄
〔

不

自 角錐台 幅広
長
型

横

洋

他

塔

形

の
輪

そ

五
駒

合計
尖頭

台 頭
スリン

台頭
蓮華 台頭

平 頭
スリン 平頭 笠付

40

11

15

13

16

17

19

23
24

27

32

34

10

38

41

42

47
48

56

60

63

13

13 11 21

合 計 15 23 111 184

表 2 墓標の形態 2.角 錐石

平頭  右 :尖頭)

左 :ス リン台 右 :蓮華台)

5.駒 形

(台頭

4.幅広

不定形
自然石

角錐台
角   柱

幅広
長

型

横

洋

その他
五輪塔
駒 形

合計
尖頭

台 頭
スリン

台頭
蓮華

台頭
平 頭
スリン 平頭 笠付

12

10

74 104

合 計 15 23 111 184
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建碑年 墓数 人 数

俗  名 戒   : ミ  墓

備  考戒
あ 個人 二名

三
以

階

な 累代 代々 ○○家 その他

日清 戦 争 27～ 28
40 日露戦 争 37～ 38

大 正  2
11

15 第 一 次 世界 大 戦 14～ 18
昭 和 2

4

満 州事 変

10

11

12 日中戦 争

13

14

15

16 大 平 洋戦 争
17

18

19

20
21 軍 人 恩給 停 止 212
22
23
24
25
26
27 援 議 法 274
28 菫 人 県 給 循 ,苦 288
29

30 3
31 19年戦 没 者 13回 忌
32 2 20年戦 没 者 13回 忌
33
34 4
35
36 戦 務加 算 の復 活 3a6
37
38 戦 没者 要 給 付 金 383
39 戦 没 者 叙 勲 39」

40 戦 没 者 遺族 弔慰金 405
4 6 戦 傷病 者 妻給 付金 4■7
42 3 戦 没者 父母 給 付 金 427
43 ↑勲童年金受給者一時金 421
44
45 戦 没者 賜杯

46
47
48
49
50
51 19年戦 没 者 33回 忌
52 20年 戦没者33回 魚
53

54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

平 成  1
2 2
3

4

19年 戦 没 者 50回 忌

20年 戦 没 者 50回 黒

9

13

64 2 21

合 計 184 200
43 11

22 68 68 110

表 3 建碑年別墓標数、正面の銘
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